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2021 春闘以降の賃金カーブ（イメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

2021年 55歳 

※2020年度以前に入社した社員の賃金カーブイメージ 

昇給係数 4だった場合のカーブ 

昇給係数 2 のカーブ 

昨年の 2021 春闘では基本給を増額する「定期昇給」を実施したものの「所定昇給額」

が、およそ「半分」に減額されました。この減額分は、上位職に昇格・昇給したとしても

将来にわたって埋まることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たった 1 度の「昇給係数 2」が、定年退職までの長きにわたって社員の賃金に影響を与

え続けることを、私たちは忘れるわけにはいきません！ 

等 級（一般） 減額分 

係職 1等級   2,000円 

係職 2等級   2,500円 

指導職 2、1等級   2,700円 

主任職 2、1等級   2,900円 

主務職   3,000円 

主幹職 B、技術専任職   3,100円 

主幹職 A   3,300円 

 

【減額の影響を受ける賃金・手当】 

・毎月の給与 

・都市手当の支給額 

・超過勤務手当の支給額 

・夏季手当及び年末手当の支給額 

・退職手当の支給額 


